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東京都薬剤師国民健康保険組合 

 

保 険 料 の お 知 ら せ 

 

日頃より当組合の事業運営につきまして、ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。 

さて、３月６日に開催した第６５回通常組合会において、下記のとおり令和６年度保険

料を改正する組合規約改正案を議決いたしましたのでお知らせします。 

〇 介護保険料（月額）           現行４，８００円 ➝ 改正後５，０００円 

  （令和 6年 4月分保険料から適用） 

〇 後期高齢者支援金（月額）      現行３，５００円 ➝ 改正後０円 

  （令和６年 10月分保険料から適用。対象は未就学児のみ。） 

〇 改正理由 ： 介護保険料は、介護保険に該当する方から保険料として賦課するこ

とで預かり、組合がまとめて納付していますが、過去 3 年に亘りその収支がマイナ

スになっており、その不足分を医療費分保険料で賄っている現状を是正するもので

す。また、未就学児にも賦課している後期高齢者支援金を賦課しないことにより、組

合ができる範囲の子育て支援策とするものです。 

何卒、この度の保険料改定についてご理解いただきたく、また、従業員の皆様にもこ

のことをお伝えいただきたく、お願い申し上げる次第です。 

 

＜令和６年度東京都薬剤師国民健康保険組合保険料等＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

区     分 賦 課 額（月 額） 

被 

保 

険 

者 

保 

険 

料 

事業主組合員 ２６，０００ 円 

特例組合員 １６，０００ 円 

従業員 
薬 剤 師 ２１，５００ 円 

そ の 他 １６，０００ 円 

家 族 
未就学児 ６，０００ 円 

そ の 他 ９，０００ 円 

後期高齢者支援金 
未就学児 

０ 円 

（令和６年 10月 1日から適用） 

そ の 他 ３，５００ 円 

介護保険料（満 40歳～64歳の者） 
5,000 円 

（令和６年 4月 1日から適用） 

後期高齢者組合員（75歳以上の者） ２，５００ 円 

組合員 各位 


